
放課後児童施設の変更　早見表

あかびら児童クラブ
放課後子供教室 文京児童館 茂尻児童館 豊里児童センター 平岸児童館 赤平児童館

継続実施 継続実施

廃　止 廃　止 廃　止

令
和
３
年
度
ま
で

令
和
４
年
度
か
ら

・築48年経過で老
朽化が著しい。
・利用者のほとん
どが小学生。
・預かりの小学生
の割合が高い。
・地域的に、放課
後子供教室と利用
対象が重複する。
・放課後子供教室
で児童館の機能を
充たせると判断。

・利用児童数が極
端に少ない。（平均
0.62人/日）
・利用が少ないた
め、来た児童が他
の児童と遊べな
い。
・効率の悪い運営

・利用児童数が極
端に少ない。（平均
1.16人/日）
・利用が少ないた
め、来た児童が他
の児童と遊べな
い。
・効率の悪い運営

《運営の目的》　　18歳未満の児童に対し、健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにすること。
《開館時間》　　　　放課後から午後5時まで。
　　　　　　　　　　　土曜日・日曜日・祝日、長期休みのときは、朝9時から午後5時まで。
《休館日》　　年末年始、お盆、毎月第3日曜日、おまつりの開催日。

【留守家庭児童見守り事業】

《目的》　保護者が～

《実施時間》　放課後から午後5時まで。（保護者の就労状況により午後6時まで延長可能。）

　　　　　　　　　休日及び長期休みのときは、午前9時から午後5時まで。（　　〃　　）

《休業日》　児童館の休館日

《実施内容》　児童館児童厚生員による見守り。

《送迎》　各児童が学校の帰りに直接来館し、保護者の迎えにより帰宅。

【留守家庭児童見守

り事業】

《実施時間》休日及

び長期休みのとき

は午前8時から預か

り。

※その他は他の児

童館と同じ。

【開館日の変更】

・開館日は平日のみとし、土・日曜日・祝日

は利用状況が少ないため休館に。

【留守家庭児童見守り事業の終了】

・放課後子供教室内にあかびら児童クラブを

開設し、預かり事業はあかびら児童クラブに

統一。そのため、事業を終了。

【ゲーム機・スマートフォン等の通信機器の

持込及び利用の禁止】

・コミュニケーションの促進、ＳＮＳ等を利用し

たいじめの防止、カメラ機能を使用した盗撮

等の防止及びオンラインへの情報漏えい防

止のため機器の持込及び利用を禁止。

【放課後子供教室】

・様々な体験活動

・自由遊びを通じて

の他世代や支援員

との関わりにより、

学びを深める。

《開所時間》月曜日

から金曜日までの

放課後から午後5時

まで。

長期休み中は午前9

時から午後5時まで。

《休所日》土曜日・日

曜日・祝日、年末年

始

《運営》専門の支援

員による。

【あかびら児童クラブ】

・保護者が就労等に

より不在で子どもの

面倒を看る人がい

ないご家庭の児童

をお預かりする。

《開所時間》月曜日

から金曜日までの

放課後から午後6時

まで。

土曜日及び長期休

み中は午前8時から

午後6時まで。

※いずれの日も就

労状況により午後7

時まで延長可能。


